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前回のしみず通信で、大阪高裁の更新料無効判決についてとりあげました。

その後の10月29日、同じ裁判所で今度は更新料を有効とする判決がでました！

契約内容は≪期間２年間で更新時に更新料を２ヶ月分支払う≫というものです。
ただ、今後の動き次第にはなりますが、仮に無効判決の裁判が最高裁で無効と

なった場合、すべての契約において更新料が無効なのか、それとも借主に対して

厳しい条件での契約の場合、更新料は無効かによって安心できない状況になる恐
れがあります。

謹んで新春のお慶びを申し上げます

旧年中は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございました。

厚く御礼申し上げます。昨年、民主党が衆院選の選挙公約で挙

税収の大幅な落ち込みで必要な財源確保の目処が立たなくなってきた今日この頃

なっております。社員一同、オーナー様の賃貸経営を強力かつ、安定を図って参り

旧年中は格別のお引立て誠にありがとうございました。
私も清水商事創立より４０数年の月日を業務に携わってまい

気で福を呼び込み、弊社に関わる方々にも元気と福をお届けしたいと存じており
ます。

最近、消費者金融の過払い問題で弁護士がテレビCM等で「あなたの借金取り戻
せるかもしれせん」と謳っていますが、最高裁で更新料無効の判決が出ると、『あなたの
更新料取り戻せます』などの話が出てくる可能性もあるかもしれません。

弊社としては、前回お伝えいたしました通り、お客様に対し、細やかな説明を
心がけ、対応していく所存であります。

世の中の経済不況もあり、少しでも消費を減らしたいと思う方が

たくさんいらっしゃいます。こうした中、少しでもトラブル
を減らし、オーナー様のお役に立てるようこれからも頑張っ
て参ります。

何かお困りの事がございましたら、

今度は更新料有効判決！！

私たち結婚しました！！私たち結婚しました！！

この度、本店の小野が結婚致しましたので、
ここにご報告させて頂きます。

今後とも、どうぞ宜しくお願い致します。

（本店：堀江）お気軽にご相談下さい。

『『物静かでよいので、穏やかな笑顔を絶やさない物静かでよいので、穏やかな笑顔を絶やさない
家庭を築いていきたいです。」家庭を築いていきたいです。」

明けましておめでとうございます。

明けましておめでとうございます。

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

今年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

今年は大変厳しい状況が予想されますが、

〈清水商事株式会社 会長 清水 恒夫〉

賃貸住宅の空室率は年々上昇しており、昨年は全国平均で１８．７％と過去最高と

ます。本年も宜しくお願い申し上げます。

オーナーの皆様も、今日の厳しさを肌で感じていることでしょう。

げた普天間基地問題・道路特定財源等主要政策は、事実上どうなるか？

りました。このような世界的不況で、これから先どうなって
行くのか不安を感じる面もございますが、弊社一同笑顔と元

地域貢献』という壁となり、立ち向かって

当社はそのような逆風にも『お客様第一と

行きます。

私達不動産業界を取り巻く環境も楽観視出来ないと思います。

明けましておめでとうございます。

〈清水商事株式会社 清水 静枝〉

〈清水商事株式会社一同〉


